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か
す
み
が
う
ら
市
市
議
会
は
、
市
長
等
政
治
倫
理
条
例
と
議
員
政
治
倫
理
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、
政
治
倫
理
審
査

会
の
整
合
性
を
取
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
全
会
一
致
で
可
決
し
、
二
つ
の
条
例
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

県
南
市
町
村
で
は
既
に
成
立
し
て
お
り
、
合
併
以
来
、
唯
一
か
す
み
が
う
ら
市
だ
け
が
未
成
立
の
条
例
で
し
た
。
こ
の

条
例
は
前
宮
嶋
光
昭
市
長
が
議
会
に
提
案
し
ま
し
た
が
審
議
未
了
廃
案
、
そ
の
後
、
坪
井
市
政
に
変
わ
り
、
8
年
間
31

回
、
一
般
質
問
で
政
治
倫
理
条
例
の
議
会
へ
の
提
出
・
制
定
を
求
め
続
け
ま
し
た
が
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
現
宮
嶋
謙
市

長
に
よ
り
「
議
会
へ
提
出
提
案
」
さ
れ
紆
余
曲
折
の
末
、
全
議
員
が
賛
成
し
、
成
立
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
の

課
題
は
、
議
会
と
行
政
が
よ
り
良
き
市
政
を
目
指
し
て
、
公
正
・
公
平
・
公
明
な
仕
事
を
進
め
ら
れ
る
風
土
を
作
り
上

げ
て
行
く
こ
と
で
す
。
よ
り
良
き
市
政
を
目
指
し
、
行
財
政
改
革
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

か
す
み
が
う
ら
市
議
会
議
員

の
政
治
倫
理
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

か
す
み
が
う
ら
市
議
会
議
員
の
政

治
倫
理
条
例
（
令
和
５
年
３
月
31

日
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

（
前
号
同
条
例
全
文
参
照
）

「
議
員
は
、
議
員
が
政
治
倫
理
基

準
又
は
遵
守
事
項
に
違
反
す
る
疑

い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

れ
を
証
す
る
資
料
を
添
え
て
、
議

員
定
数
の
３
分
の
１
以
上
の
議
員

の
連
署
と
と
も
に
、
文
書
で
議
長

に
調
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
」
に
改
め
次
の
２
項
を
加
え

る
。

３ 

議
長
は
、
第
１
項
又
は
第
２

項
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
調

査
請
求
書
及
び
添
付
資
料
の
写
し

を
10
日
以
内
に
市
長
に
送
付
し
調

査
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 

市
長
は
、
議
長
か
ら
調
査
請

求
書
及
び
添
付
資
料
の
写
し
を
受

け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
か
す
み

が
う
ら
市
政
治
倫
理
審
査
会
（
以

下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
調

査
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 

市
長
は
、
審
査
会
か
ら
前
項

の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き

は
、
そ
の
写
し
を
議
長
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
９
条
に
次
の
１
項
を
加
え
る

６ 

議
長
は
、
市
長
か
ら
報
告
書

の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
10
日
以
内
に
、
そ
の
写

し
を
請
求
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

市
長
等
政
治
倫
理
条
例
の
審

査
会

第
５
条
の
３

審
査
会
の
委
員
は
、
５
人
以
内
と

し
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
理
解
が

あ
り
、
か
つ
専
門
的
知
識
を
有
す

る
者
及
び
法
第
１
８
条
に
定
め
る

選
挙
権
を
有
す
る
市
民
の
う
ち
か

ら
市
長
が
公
正
を
期
し
て
委
嘱
す

る
。

5
，
審
査
会
の
会
議
は
公
開
す
る

も
の
と
す
る
。
や
む
を
得
ず
非
公

開
と
す
る
場
合
は
出
席
委
員
の

2/3

以
上
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

霞
台
厚
生
施
設
組
合
負
担
金
に
関
す
る
意
見
書

　

調
査
特
別
委
員
会
調
査
結
果
報
告
と
住
民
監
査
請
求
に
対

す
る
監
査
報
告
書
を
掲
載
し
ま
す
。

　

理
不
尽
な
我
々
市
民
に
不
当
な
税
負
担
を
求
め
る
「
旧

施
設
の
解
体
に
関
す
る
経
費
は
、
原
因
者
で
あ
り
受
益
者

で
あ
っ
た
石
岡
市
と
小
美
玉
市
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
」
と
し
て
設
置
さ
れ
た
特
別
委
員
会
（
委
員
長
設
楽
議

員
副
委
員
長
石
澤
議
員
）
で
全
会
一
致
で
確
認
さ
れ
た
「
意

見
書
」
と
「
調
査
特
別
委
員
会
調
査
結
果
報
告
で
す
。
市
は

県
の
自
治
紛
争
処
理
委
員
に
調
停
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。
県

に
お
い
て
有
識
者
３
人
が
任
命
さ
れ
、
調
停
案
作
成
、
当
事

者
に
受
け
入
れ
を
勧
告
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
監
査
委
員
会
報
告
を
添
付
）

霞
台
厚
生
施
設
組
合
負
担
金
に
関
す
る
意
見
書

か
す
み
が
う
ら
市
議
会
は
下
記
の
こ
と
に
つ
い
て
強
く
要
望
す
る
。

　
　
　

記

１
．
か
す
み
が
う
ら
市
が
霞
台
厚
生
施
設
組
合
旧
焼
却
施
設
を
使
用
し
て
お
ら
ず
、
当
該
施
設
か
ら

何
ら
受
益
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
解
体
に
関
す
る
経
費
は
、
原
因
者
で
あ
り
受
益
者
で

あ
っ
た
石
岡
市
と
小
美
玉
市
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
負
担
金
に
つ
い
て
は
再
協
議
す
る
こ
と
。

２
．
既
に
取
得
済
み
で
あ
る
霞
台
厚
生
施
設
組
合
の
用
地
に
つ
い
て
、
石
岡
市
、
小
美
玉
市
、
茨
城

町
、
か
す
み
が
う
ら
市
が
霞
台
厚
生
施
設
組
合
の
構
成
市
町
と
な
っ
た
時
点
の
経
過
を
相
互
に
確
認

し
た
う
え
で
、
構
成
４
市
町
の
意
見
を
踏
ま
え
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
。

３
．
上
記
の
対
応
に
際
し
て
は
、
第
三
者
等
の
意
見
も
真
摯
に
受
け
止
め
、
早
期
解
決
に
向
け
配
慮

す
る
こ
と
。
以
上
、
地
方
自
治
法
第
９
９
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

令
和
５
年
９
月
26
日　
　

霞
台
厚
生
施
設
組
合 

施
設
管
理
者
（
石
岡
市
長
）
谷
島　

洋
司　

様

調
査
の
結
果
以
下
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

１
，
霞
台
正
副
管
理
者
会

議
の
会
議
録
か
ら
、

３
回
の
正
副
管
理
者
会
議

が
開
催
さ
れ
、
再
協
議
が

求
め
ら
れ
、
３
回
目
の
会

議
に
お
い
て
、
土
地
負
担

額
と
解
体
費
用
の
比
較
天

秤
資
料
に
よ
り
、
承
認
と

さ
れ
る
経
緯
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
意

見
書
の
説
明
と
相
違
す
る
。

２
，
又
解
体
費
用
は
、
令

和
５
年
度
予
算
額
で
1.6
倍

に
跳
ね
上
が
り
、
天
秤
費

用
の
比
較
は
解
体
費
用
承

認
の
便
宜
的
な
恣
意
的
偽

装
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

３
，
解
体
費
に
係
わ
る
協

定
書
は
確
認
す
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
事
務
局

は
、「
規
約
に
従
っ
た
分
轄

金
の
議
決
は
、
当
初
予
算

案
と
し
て
示
し
、
議
決
を

い
た
だ
い
て
い
る
。
」
と

し
て
い
る
が
、「
議
決
で

し
ば
ら
れ
る
の
は
、「
款
、

項
」
ま
で
で
、
実
際
に
市

の
分
轄
金
と
い
う
の
は
議

決
さ
れ
て
い
な
い
。
」

（
全
国
市
町
村
会
弁
護
士

の
見
解
）

４
，
か
す
み
が
う
ら
市
は
、

「
組
合
規
約
に
は
、
組
合

の
議
決
が
必
要
と
記
し
て

あ
る
の
で
議
決
し
た
経
緯

が
あ
る
か
ど
う
か
確
認
し

て
ほ
し
い
。
負
担
割
合
だ

け
で
な
く
、
旧
施
設
の
事

業
に
係
る
費
用
は
、
だ
れ

が
負
担
す
る
の
か
、
決
め

て
い
な
け
れ
ば
大
問
題
と

指
摘
を
受
け
て
い
る
の
で

確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

規
約
違
反
と
な
っ
て
い
る

と
思
う
の
で
調
べ
て
い
た

だ
き
た
い
。
」
と
答
弁
を

求
め
て
い
る
が
、
事
務
局

は
「
規
約
違
反
と
な
っ
て

い
な
い
前
提
で
あ
ら
た
め

て
確
認
す
る
。
」
と
の
こ

と
で
、
確
認
作
業
に
入
っ

て
い
る
。

５
，
土
地
問
題
は
「
平
成

27
年
の
か
す
み
が
う
ら
市

の
当
組
合
加
入
時
に
お
い

て
も
、
現
在
に
お
い
て
も
、

当
組
合
の
土
地
に
関
す
る
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問
題
は
存
在
し
て
お
り
ま

せ
ん
。
」
と
の
意
見
書
の

回
答
と
な
っ
て
い
る
。
天

秤
資
料
と
し
て
土
地
負
担

額
が
提
出
さ
れ
る
が
、
整

合
性
が
な
く
、
４ 

市
町

解
体
費
用
負
担
の
承
認
は

そ
の
前
提
が
崩
れ
て
い
る
。

６
，
令
和
２
年
６
月
１
日

霞
台
厚
生
施
設
組
合
規
約

に
あ
る
第
３
条
「
た
だ
し

第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
石
岡
市
及
び
小
美
玉

市
に
限
る
。
」
に
対
す
る

弁
明
は
確
認
出
来
な
か
っ

た
。

　

以
上
の
調
査
結
果
か
ら
、

委
員
会
は
以
下
勧
告
す
る

も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

記

1
、
監
査
報
告
書
の
通

り
、
今
回
、
請
求
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
施
設
は
Ｈ

27
・
４
霞
台
厚
生
施
設
組

合
規
約
の
通
り
石
岡
市
並

び
に
小
美
玉
市
の
２
市
で

使
用
さ
れ
て
い
た
施
設
で

あ
り
、
か
つ
そ
の
時
点
で
、

か
す
み
が
う
ら
市
が
構
成

団
体
で
は
な
か
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
当
該
施

設
か
ら
何
ら
受
益
が
な

か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
地
方
財
政
法
の
趣
旨

を
踏
ま
え
れ
ば
、
旧
施
設

の
解
体
に
関
す
る
経
費
は
、

原
因
者
で
あ
り
受
益
者
で

あ
っ
た
石
岡
市
と
小
美
玉

市
が
負
担
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。

　

調
査
の
結
果
、
旧
施
設

の
解
体
費
用
を
か
す
み
が

う
ら
市
が
負
担
す
る
明
白

な
説
明
は
無
く
、
旧
施
設

解
体
及
び
土
地
に
関
す
る

協
定
書
も
確
認
出
来
な

か
っ
た
。

　

ま
し
て
や
、
そ
の
決
定

過
程
は
法
令
違
反
で
あ
り
、

作
為
的
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
土
地
負
担
額
と
後

に
1.6
倍
に
膨
れ
あ
が
る
解

体
費
用
を
天
秤
に
か
け

「
承
認
」
さ
せ
る
事
務
局

の
行
為
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
に
反
す
る
、
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
行
為
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

よ
っ
て
監
査
報
告
書
に

基
づ
き
、
霞
台
厚
生
施
設

組
合
に
地
方
自
治
法
（
地

方
財
政
法
28
条
の
２
、
地

方
自
治
法
第
２
３
２
条
）

に
従
い
、
「
霞
台
厚
生
施

設
組
合
負
担
金
の
か
す
み

が
う
ら
市
負
担
分
」
の
再

協
議
を
勧
告
す
る
も
の
で

あ
る
。

２
、
土
地
負
担
金
が
「
天

秤
資
料
」
と
し
て
提
出
さ

れ
て
い
る
。
既
に
取
得
済

み
で
あ
る
霞
台
厚
生
施
設

組
合
の
用
地
代
に
つ
い
て

は
、
平
成
27
年
度
か
ら
構

成
員
と
な
っ
た
時
点
の
経

過
を
相
互
に
確
認
し
、
構

成
４
市
町
（
議
会
を
含

む
）
の
意
見
を
聴
い
た
上

で
整
理
し
て
い
く
こ
と
を

求
め
る
。

３
、
調
査
委
員
会
は
、
霞

台
旧
施
設
解
体
費
用
の
か

す
み
が
う
ら
市
と
茨
城
町

の
支
払
に
つ
い
て
監
査
委

員
会
報
告
に
基
づ
き
、
第

３
者
機
関
の
判
断
に
委
ね

る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
と

考
え
る
。
以
上
調
査
委
員

会
の
報
告
（
勧
告
）
と
し

ま
す
。

「
今
回
、
請
求
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
施
設
は
、
石

岡
市
並
び
に
小
美
玉
市
の

２
市
で
使
用
さ
れ
て
い
た

施
設
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

時
点
で
、
か
す
み
が
う
ら

市
が
構
成
団
体
で
は
な

か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
よ
っ
て
か
す

み
が
う
ら
市
民
が
、
当
該

施
設
か
ら
何
ら
受
益
が
な

か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

り
地
方
財
政
法
の
趣
旨
を

踏
ま
え
れ
ば
、
旧
施
設
の

解
体
に
関
す
る
経
費
は
、

原
因
者
で
あ
り
受
益
者
で

あ
っ
た
石
岡
市
と
小
美
玉

市
が
負
担
す
べ
き
は
も
の

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余

地
が
な
い
。
更
に
は
、
霞

台
厚
生
施
設
組
合
の
旧
施

設
の
用
地
代
と
解
体
費
を

比
較
し
、
解
体
費
の
方
が

安
価
で
あ
る
と
の
根
拠
で

負
担
が
決
定
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
本
来
比
較
の

対
象
に
な
ら
な
い
経
費
の

大
小
で
負
担
を
決
定
す
る

こ
と
は
地
方
財
政
法
第
28

条
の
２
及
び
地
方
自
治
法

第
２
３
２
条
を
蔑
ろ
に
し
、

地
方
財
政
法
が
禁
じ
て
い

る
と
こ
ろ
の
「
そ
の
経
費

を
負
担
す
べ
き
も
の
と
さ

れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体

が
そ
の
経
費
を
負
担
す
る

の
が
当
然
で
あ
り
、
他
の

地
方
公
共
団
体
に
そ
の
負

担
を
転
嫁
す
る
よ
う
な
こ

と
は
あ
り
得
べ
き
こ
と
で

は
な
い
。
（
逐
条
解
説 

２
４
２
頁
）
違
法
で
あ
る
。

決
定
方
法
は
、
正
副
管
理

者
会
議
の
合
意
の
み
で
あ

り
、
か
つ
そ
の
決
定
を
補

完
す
る
法
的
手
続
き
も
さ

れ
て
い
な
い
。

　

な
お
、
既
に
取
得
済
み

で
あ
る
霞
台
厚
生
施
設
組

合
の
用
地
代
に
つ
い
て
は
、

平
成
27
年
度
か
ら
構
成
員

と
な
っ
た
時
点
の
経
過
を

相
互
に
確
認
し
、
構
成
４

市
町
（
議
会
を
含
む
）
の

意
見
を
聴
い
た
上
で
別
途

判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え

る
。

（
結
論
）
霞
台
厚
生
施
設

組
合
旧
施
設
解
体
に
関
す

る
経
費
は
石
岡
市
及
び
小

美
玉
市
が
す
べ
て
負
担
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
す

み
が
う
ら
市
が
当
該
負
担

金
を
支
出
す
る
行
為
は
地

方
財
政
法
28
条
の
２
を
は

じ
め
地
方
財
政
法
全
体
の

趣
旨
に
觝
触
す
る
と
と

も
に
、
地
方
自
治
法
第

２
３
２
条
に
違
反
す
る
も

の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
か

す
み
が
う
ら
市
長
に
対
し
、

霞
台
厚
生
施
設
組
合
負
担

金
の
う
ち
霞
台
厚
生
施
設

組
合
旧
施
設
解
体
調
査
設

計
業
務
委
託
料
に
関
す
る

本
市
負
担
分
を
支
出
命
令

し
な
い
よ
う
求
め
る
こ
と

と
す
る
。
」

神立駅西口ロータリー開通！東口出島用水道路工事始まる！
神
立
駅
近
隣
の
５
万
人
都
市
へ
、
西
口

駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
が
完
成
し
ま
し
た
。

東
口
で
は
「
協
同
病
院
」
へ
の
田
村
沖

宿
延
伸
道
路
の
「
出
島
用
水
道
路
」
工

事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

田
村
沖
宿
線
延
伸
出
島
用
水
道
路

工
事　
令
和
５
年
度
６
０
０
メ
ー
ト
ル

　
　
　
令
和
６
年
度
３
０
０
メ
ー
ト
ル

神
立
駅
周
辺
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
進
ん

で
い
ま
す
。
西
口
の
木
田
余
延
伸
都
市

計
画
道
路
、
東
口
駅
前
道
路
、
鶴
沼
東

ｰ

出
島
霊
園
東
道
路
整
備
は
両
市
の
共

同
事
業
で
す
。

移
転
を
待
つ
神
立
病
院
！

霞ヶ浦中ー毘沙門堂直線
道路工事の一ノ瀬川橋工
事が始まります。（左）
（下）三ツ谷風返しの県
道宍倉玉里線坂下道路設
計が始まります。交通量
　　　 が増えて危険な坂

下入り口の道路の
直線化安全対策要
望です。

　　　 菱木川の舘下橋か
ら権現橋南側土手
の未整備な道路改
良工事の要望です。

志士庫郵便局前小
原入り口変則十字
路の整備要望です。

百
条
委
員
会 

経
過
報
告

百
条
委
員
会
で
署
名
活
動
に
お
け
る
︑

私
文
書
偽
造
の
実
態
が
浮
か
び
上
が
る
︒

経
過

署
名
簿
提
出

令
和
５
年
５
月
23
日 

４
７
３
１
名
分

令
和
５
年
６
月
６
日 

追
加
４
８
９
名
分

　
　

署
名
者
合
計
５
２
２
１
名

６
月
12
日　

 

緊
急
質
問

緊
急
質
問
で
私
文
書
偽
造
が
浮
上

「
市
議
会
議
員
か
ら
署
名
を
勧
め

ら
れ
た
が
断
っ
た
、
勝
手
に
名
前

を
つ
か
わ
れ
た
。
議
員
か
ら
自
分

で
署
名
を
し
た
こ
と
に
し
て
欲
し

い
と
お
願
い
さ
れ
た
。
」「
議
員
さ

ん
の
名
前
は
久
松
議
員
で
あ
る
と

お
聞
き
し
ま
し
た
」（
市
長
答
弁
）

１
０
０
条
委
員
会
の
発
足

「
旧
筑
波
ハ
ウ
ス
跡
地
利
用
に
関

す
る
署
名
要
望
書
」
に
関
わ
る
久

松
公
生
議
員
の
署
名
活
動
に
関
す

る
疑
念
の
調
査
に
関
す
る
決
議
」

「
地
方
自
治
法
第
１
０
９
条
第
４

項
及
び
委
員
会
条
令
だ
６
条
の
規

程
に
よ
り
、
調
査
特
別
委
員
会
を

設
置
、
真
相
究
明
に
１
０
０
条
委

員
会
が
発
足

調
査
事
項　

 

署
名
偽
造
に
関
す
る

事
項

署
名
簿
取
下
げ
（
提
出
者
）

令
和
５
年
６
月
19
日

「
２
千
人
以
上
の
署
名
が
「
本
人

の
手
に
よ
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
」

と
、
偽
造
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
」

と
ま
で
新
聞
に
書
か
れ
、
多
く
の

市
民
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
「
要
望

書
」
そ
の
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と

に
し
た
い
か
の
ご
対
応
に
多
く
の

市
民
が
怒
り
、
失
望
し
、
私
自
身

も
気
力
を
失
い
ま
し
た
。
…
…
あ

の
旧
筑
波
ハ
ウ
ス
の
土
地
に
、
神

立
病
院
単
独
で
は
な
く
、
複
合
交

流
拠
点
施
設
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
取

り
入
れ
た
「
複
合
交
流
拠
点
施
設

の
機
能+

産
婦
人
科
子
育
て
支
援

の
機
能
を
中
心
と
し
た
病
院
」
の

…
…
ご
検
討
い
た
だ
け
な
い
で

し
ょ
う
か
（
取
下
げ
文
抜
粋
）

調
査
委
員
会
開
催

８
月
２
日
、
８
月
28
日
、
10
月
２

日
、
10
月
31
日

「
情
報
提
供
要
求
に
関
し
て
の

「
意
向
確
認
結
果
に
つ
い
て
」
と

し
て
、
市
か
ら
「
署
名
自
体
、
身

に
覚
え
が
な
い
」
４
名
、
「
署
名

の
話
は
あ
り
断
っ
た
が
署
名
さ
れ

て
い
た
」
１
名
の
方
の
資
料
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。
（
10
月
31
日
）

住
民
監
査
請
求
に

対
す
る
監
査
報
告
書
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6.2豪雨検証逆西地区排水路一号幹線付近の道路・住宅浸水地帯　調査報告　概略図
「平成29年逆西排水見直し調査報告は指摘していた！あれから25年、今総合調査・計画見直し・対策が求められる！」

逆西排水路一号幹線冠水地域対策が第一であり、菱木川への排水路対策が優先されなければならない！
下中グランド雨水・砂流入

下中
2200×1900 巾1.6ｍ

1600×1300 0.75ha
1600×1500 2400×1500 2500×1400

巾１ｍ 2700×1600
1000×1000

0.46ha 0.82ha
巾１ｍ 上池排水桝

1000×1300 桝

2500×1400

0.46ha

1600×1500 上池北2400×1500 東小前1600×1300（巾×深さ） 菱木川 2500×1400 2700×1600
１号幹線路断面図 トンネル水路

菱木川

（上池ー下池直通バイパス設置案）

②-3

②-2

②-1

逆流対策無し

　2号幹線3号幹線が合流する１号幹線上池付近は、構造上の欠陥から滞留し、又3号幹線排水溝から上池への
　排水量が流入する雨量にも追いつかず、道路・宅地冠水が常態化している。

3
号
幹
線
側
溝

２２
号号
幹幹
線線

冠水地域

冠
水
地
域

④

作図文責　設楽健夫

ﾊﾞｲﾊﾟｽ管 Ｊ
Ｒ
線
路
下
水
路

調整池候補②-1.2.3

第
二
機
場

下稲吉東小学校

①調整池候補

冠水地域②

１号幹線

冠水地域①
常態化

゜❶

冠水地域③

巾1.6ｍ 巾2.4ｍ

下稲吉中体
育
館

あ

１号館幹線 コンクリート蓋　厚さ13ｃｍ　 上池　越流口 0.5ｍ×5ｍ 吐出口

5ｍ

蓋厚さ13ｃｍ
2.4ｍ

0.5ｍ
1.6ｍ 1.3ｍ

　 ｍ
1ｍ

0.5ｍ

Ｒ

越流口 吐出口

上池

0.5ｍ 1.5ｍ

上
流
越
流
口

20ｃｍ
逆流対策フラップゲート

2.5ｍ

2.0ｍ

1.5ｍ

格子状鉄柵

1.5ｍ

3ｍ

1.6ｍ

上池吐出口：面積は越流口の1/10。1号幹線雨水が天板下50ｃｍに達すると越流口から上池に流入、
吐出口の逆流防止弁は１号幹線滞留水圧で閉じ、上池水位が上昇、３号幹線住宅街側溝枡に雨水が逆
流し、付近冠水は更に激しくなる。吐出口は1号幹線水位が50ｃｍ以下になるまで下流吐出口フラッ
プゲートは開かない。１号幹線の水位に左右される。
逆井地区の雨排水は２号幹線、３号幹線から１号幹線に流入する。１号幹線の上池付近の滞留・上池
への越流を防ぐには１号幹線を拡幅整備し、菱木川への排水を容易にすること、上池の排水バイパス
管を設置ー下池の菱木川への水門を設置すること。苦しんできた住民の声の生の実態調査が必要で
ある。逆西地区ー下稲吉南下原地区ーＪＲ排水溝の３方向の調査が求められる。

0.5ｍ

1.7ｍ

下流吐出口

配水管φ5ｃｍ

　　　　　（１号幹線2.4ｍ×1.5ｍ断面図）　　　　　　上池の東端に下流吐出口　0.5ｍ×0.5ｍ

３号幹線側溝

1号館線水路：1.6ｍ巾の水路は上池西端から下稲吉東小西端まで2.4ｍに拡幅、
東小西端から東小東端まで1.6ｍに巾が狭まり（上図黄色部分）、雨排水はここ
で滞留し越流口から上池に流れ込み、水位が上がり3号幹線排水口へ逆流す
る。３号幹線流末1号幹線付近は冠水状態に陥る。平成28年、令和元年台風、
令和5年豪雨でも繰り返され常態化している。

0.5ｍ

0.5ｍ

1号幹線

ポンプ×２上池底

平
成
28
年
令
和
元
年
、
５
年

大
雨
豪
雨
、
冠
水
対
策
調
査

に
つ
い
て

（
逆
井
地
区
排
水
構
造
）
、

逆
井
地
区
１
８
７
㌶
の
雨

水
が
２
号
幹
線
３
号
幹
線

か
ら
、
１
号
幹
線
に
流
れ
、

菱
木
川
に
流
れ
る
。
昨
今

の
状
況
は
、
上
池
（
北
側
）
沿

い
に
流
れ
る
1
号
幹
線
構
造

の
欠
陥
か
ら
排
水
が
間
に
合

わ
ず
幹
線
水
位
が
上
昇
、
上

池
越
流
口
よ
り
越
流
し
上
池

の
水
位
が
上
が
り
、
排
水
溝

か
ら
上
池
へ
の
排
水
管
は
逆

流
し
、
付
近
の
冠
水
が
激
し

く
な
っ
て
い
く
。

　

現
地
調
査
及
び
関
係
部
所

聞
き
取
り
調
査
報
告

　
　
　
　
　

（
文
責
設
楽
）

逆
西
地
区
雨
排
水
対
策
は
、
上
池
１
号
幹
線
近
隣
の

冠
水
地
域
を
犠
牲
に
し
て
は
な
ら
な
い
！

十
二
月
議
会
一
般
質
問
で
求
め
る
も
の
！
「
市
民
の
た
め
の
行
財
政
改
革
」

６
／
２ 

豪
雨
の
実
態
を
調
査
確
認
し
て
参
り
ま
し
た
︒

①
神
立
駅
西
部
地
区
の
雨
排
水
は
神
立
駅
東
部
の
一
ノ
瀬
川
と
菱
木
川
に
流
れ

込
み
水
田
が
緊
急
の
遊
水
池
の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
河
川
と
水
田
は
水
没

し
、
霞
ヶ
浦
に
濁
流
と
し
て
排
出
さ
れ
ま
し
た
。
幸
い
水
田
の
苗
は
耐
え
抜
き
、

緊
急
遊
水
池
の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
６
／
２
豪
雨
の
累
計
雨
量
は
３
０
０

㎜
に
達
し
、
従
来
の
大
雨
の
域
を
超
え
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。

②
河
川
越
水
、
特
に
菱
木
川
下
流
で
、
４
戸
が
孤
立
し
た
田
伏
沖
の
内
地
区
、

柏
崎
地
区
冠
水
地
域
に
国
交
省
の
ポ
ン
プ
車
が
２
台
出
動
し
ま
し
た
。

特
に
常
態
化
し
て
い
る
田
伏
沖
の
内
地
区
は
、
緊
急
対
策
が
必
要
で
す
。

又
宍
倉
直
売
所
付
近
天
神
に
つ
な
が
る
巽
池
水
系
付
近
で
床
下
浸
水
が
発
生
し

て
い
ま
す
。

③
逆
井
地
区
の
冠
水
は
一
ノ
瀬
川
水
系
と
菱
木
川
水
系
で
は
明
暗
が
あ
り
ま
し

た
。
一
ノ
瀬
川
に
つ
な
が
る
、
出
島
用
水
の
排
水
路
機
能
は
常
磐
線
の
線
路

下
水
路
の
３
ｍ
拡
幅
工
事
・
３
㌶
の
遊
水
池
工
事
に
よ
り
、
従
来
の
冠
水
状
態
、

特
に
跨
線
橋
西
の
カ
ス
ミ
ま
え
の
道
路
冠
水
は
発
生
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 １

号
幹
線
下
池
、
上
池
付
近

の
滞
留
構
造

　

巾
1.6
ｍ
の
１
号
幹
線
は
上

池
手
前
付
近
で
2.4
ｍ
に
拡
幅
、

下
稲
吉
東
小
前
で
1.6
ｍ
に
狭

ま
り
、
東
小
前
を
通
り
鋭
角

に
曲
が
り
、
下
池
北
側
の
菱

木
川
巾
2.5
ｍ
に
直
角
に
接
続

し
て
い
る
。

　

上
池
は
１
号
幹
線
滞
留
の

調
整
池
・
上
池
は
1
号
幹
線

天
端
下
に
越
流
口
５
ｍ
×
0.6

ｍ
が
設
置
さ
れ
、
吐
出
口
は

0.5
ｍ
四
方
で
面
積
比
は
越
流

口
の1

/
1
0

と
狭
く
幹
線
水
位

が
50
㎝
で
フ
ラ
ッ
プ
ゲ
ー
ト

が
閉
ま
る
構
造
に
あ
る
。
１

号
幹
線
水
流
は
水
路
巾
が
0.8

ｍ
狭
く
な
る
滞
留
構
造
地
点

で
水
位
が
上
が
り
上
池
へ
越

流
す
る
。
３
号
幹
線
排
水
に

よ
り
、
上
池
水
位
は
池
底
か

ら
1.5
ｍ
ま
で
上
昇
。
吐
出
口

フ
ラ
ッ
プ
ゲ
ー
ト
は
１
号
幹

（
上
池
近
隣
住
民
か
ら
の
訴
え
）

「
昨
今
の
異
常
気
象
、
短
時
間
の
ゲ
リ
ラ
豪
雨
や
線
状
態
降
水
帯
発
生
に
伴

う
大
雨
に
よ
り
、
道
路
の
冠
水
、
床
上
浸
水
、
床
下
浸
水
の
被
害
が
発
生
、

稲
吉
東
地
区
は
宅
地
開
発
が
急
速
に
進
み
空
き
地
が
激
減
し
降
雨
の
自
然
浸

水
が
低
下
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
が
多
く
な
り
、
雨
水
が
低
い
方
向
に
な
だ
れ
込

ん
で
来
て
い
る
。
排
水
溝
か
ら
上
池
へ
の
排
水
量
が
流
入
す
る
雨
量
に
追
い

つ
か
ず
、
雨
水
が
滞
留
す
る
。
」
（
建
築
申
請
の
許
認
可
権
の
あ
る
市
の
責

任
に
よ
る
と
こ
ろ
大
）
。

■
こ
れ
ま
で
の
時
系
列
的
な
対
応　

①
既
存
雨
水
溝
の
拡
張
（
３
号
幹
線
上

池
手
前
）
②
上
池
の
拡
張
工
事　

③
上
池
の
深
掘
削　

④
雨
水
溝
設
置
（
吉

田
耳
鼻
咽
喉
科
と
逆
西
５
区
と
６
区
の
間
）

■
「
被
害
状
況
の
現
場
説
明
並
び
に
フ
ォ
ロ
ー
」

２
）
市
の
報
告
、
こ
の
エ
リ
ア
だ
け
で
解
決
で
き
な
い
た
め
に
稲
吉
東
・
稲

吉
南
他
の
全
エ
リ
ア
を
コ
ン
サ
ル
会
社
に
委
託
し
、
原
因
の
究
明
と
対
策
を

行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
※
実
施
さ
れ
た
の
が
■
の
①
②
③
④

上池の「１号幹線からの越流口」

越流口 吐出口
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線
水
位
水
圧
に
よ
り
閉

口
、
水
位
は
更
に
上
昇
、

上
池
は
満
水
状
態
に
な

る
。

　

３
号
幹
線
流
末
の
上

池
前
の
桝
は
、
上
池
に

接
続
、
水
位
が
上
が
る

と
逆
流
す
る
。
逆
流
水

位
（
調
査
中
）
。
上
池

付
近
の
冠
水
水
位
は
上

が
り
続
け
る
。

　

又
分
散
排
水
と
し
て

設
置
さ
れ
た
新
光
霊
園

付
近
か
ら
の
バ
イ
パ
ス

管
は
排
出
口
が
下
池
底

に
敷
設
、
排
水
枡
と
の

傾
斜
は
60
㎝
下
池
水
位

が
60
㎝
を
越
え
る
と
逆

流
し
、
付
近
の
水
位
が

上
昇
す
る
。

　

6.2
豪
雨
で
は
、
上
池

か
ら
３
号
幹
線
流
末
上

池
南
枡
へ
の
逆
流
が
発

生
、
上
池
は
冠
水
地
域

①
か
ら
冠
水
地
域
②
へ

排
水
作
業
が
行
わ
れ
る

に
至
る
。

　

平
成
29
年
令
和
２
年

調
査
報
告
書
は
、
①
幹

線
の
整
備
、
②
下
中
グ

ラ
ン
ド
雨
水
対
策
（
砂

落
と
し
雨
排
水
溝
）
、

調
整
池
に
下
池
東
の

菱
木
川
流
域
②
（2

.
0
3

㏊
）
を
提
案
さ
れ
て
い

る
。
下
中
グ
ラ
ン
ド
雨

水
・
砂
の
幹
線
流
入
対

策
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

冠
水
解
消
へ
の
再
調
査

が
必
要
で
あ
る
。

（
図
参
照
）

応
急
措
置
案
（
①
東
小

北
排
水
路
か
ら
菱
木
川

接
続
排
水
路
巾
2.4
ｍ
拡

幅
、
②
バ
イ
パ
ス
管
逆

流
対
策
、
③
下
中
グ
ラ

ン
ド
雨
水
・
砂
落
下
排

水
溝
設
置
）
④
上
池
―

下
池
バ
イ
パ
ス
管
設
置

【
調
整
池
対
策
】

①
下
池
下
流
域
―
菱

木
川
調
整
池
②
（2

.
0
3

㏊
）
の
設
置
（
令
和
２

年
報
告
書
記
載
）
②
過

疎
対
策
債
が
使
え
る
下

流
天
神
地
区
に
調
整
池

設
置
の
検
討
。

【
雨
排
水
分
散
処
理
】

（
下
稲
吉
南
下
原
地
区
）

③
フ
ル
ー
ツ
公
園
通
り

か
ら
コ
カ
コ
ー
ラ
ま
で

自
然
勾
配
で
流
れ
る
出

島
用
水
を
活
用
し
、
土

浦
市
と
共
同
で
排
水
路

を
整
備
す
る
。

④
Ｊ
Ｒ
排
水
溝
の
調
査

逆
西
地
区
―
３
方
向
の

逆
井
地
区
雨
排
水
の
分

散
処
理
を
含
め
た
調
査

検
討
。

⑤
止
水
板
緊
急
対
策

⑥
10
億
円
に
及
ぶ
ふ
れ

あ
い
公
園
付
近
調
整
池

は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（
一

時
休
止
）
（
当
初
計
画

は
素
掘
り
）
。

⑦
上
池
地
域
の
方
々
の

要
望
の
通
り
、
こ
れ
ま

で
行
わ
れ
て
き
た
施
策

の
点
検
と
調
査
を
速
や

か
に
実
施
し
、
１
号
幹

線
対
策
を
急
ぐ
べ
き
で

す
。
こ
れ
以
上
付
近
の

冠
水
の
犠
牲
の
上
に
、

逆
西
排
水
区
の
施
策
は

許
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

英
知
を
集
め
、
計
画

作
成
実
行
を
求
め
ま
す
。

　

行
財
政
改
革
で
取
り

組
む
重
要
課
題
で
す
。

重点過疎対策 霞ヶ浦二橋ー道路交通網・一次産業・共生の泳げる湖ー鰻遊の霞ヶ浦

危
機
の
中
に
あ
る
霞
ヶ
浦
帆
引
き
船
・
帆
引
き
網
漁

　

消
え
る
霞
ヶ
浦
の
ワ
カ
サ
ギ

　

霞
ヶ
浦
の
水
温
が
今
年
30
度
を
超
え
ま
し
た
。

ワ
カ
サ
ギ
生
息
は
28
度
以
下
。
ト
ロ
ー
ル
漁
に
入

る
ワ
カ
サ
ギ
は
わ
ず
か
で
す
。
漁
は
底
引
き
の
エ

ビ
漁
に
移
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
現
象
は
数
年
前
か
ら
北
浦
で
現
れ
て
い
ま
し
た
。

　

霞
ヶ
浦
帆
引
き
船
帆
引
き
網
漁
は
シ
ラ
ウ
オ
や

ワ
カ
サ
ギ
を
捕
る
漁

で
す
。
霞
ヶ
浦
帆
引

き
船
は
自
然
と
の

共
生
の
象
徴
で
し

た
。
ワ
カ
サ
ギ
の
い

な
い
霞
ヶ
浦
で
わ
ず

か
に
シ
ラ
ウ
オ
や
エ

ビ
漁
が
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
霞
ヶ
浦
で

は
「
ナ
マ
ズ
、
ハ
ク

レ
ン
、
ボ
ラ
」
が
元

気
に
泳
い
で
い
ま
す
。

　

西
成
井
・
志
士
庫
地
区
は
柿
の
名
産
地
で
す
。
か
つ

て
西
成
井
の
桜
井
氏
が
柿
の
栽
培
に
尽
力
し
、
志
士
庫

柿
組
合
が
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
は
山
崎
淳
一
さ
ん
が
県
知
事
賞
を
受
賞
。
「
地

域
の
柿
作
り
名
人
た
ち
か
ら
知
識
を
教
わ
り
受
賞
で
き

太
秋
柿
を
か
す
み
が
う
ら
市
の
名
産
に

献
上
柿
を
め
ざ
す
︑
至
宝
の
名
産
﹁
太
秋
柿
﹂

　

品
評
会
︑
３
年
連
続
で
か
す
み
が
う
ら
市
が
上
位
を
独
占

太
秋
柿　
品
評
会

つ
く
ば
農
業
・
食
品
産
業
技
術

総
合
研
究
機
構
果
樹
研
究
所
が

１
９
９
５
年
品
種
登
録
し
た
甘

柿
、
実
が
大
き
く
糖
度
が
17
度

と
高
い
の
が
特
徴
。

た
。
さ
ら
に
お
い
し
い
柿
を

作
り
続
け
た
い
。
」
（
山
崎

さ
ん
談
話
）
二
位
は
中
志
筑

の
萩
原
さ
ん
。
西
成
井
の
岡

田
和
夫
さ
ん
が
、
師
匠
と
し

て
毎
年
剪
定
と
栽
培
の
講
習

会
が
開
か
れ
、
太
秋
柿
の
栽

培
に
研
鑽
が
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

あゆみ祭り盆踊り・出島音頭
牛渡祭り盆踊りが支えました。

あゆみ祭り ３年ぶりの建前
ＮＨＫのど自慢グランドチャン
ピオン兼子結さんのステージ

ナ
マ
ズ
の
お
腹
に
は
「
シ
ラ
ウ
オ
や
エ
ビ
」
が

入
っ
て
い
ま
す
。
霞
ヶ
浦
の
シ
ラ
ウ
オ
や
エ
ビ
漁

を
守
る
に
は
ナ
マ
ズ
を
食
べ
て
減
ら
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ナ
マ
ズ
の
切
り
身
、
照
り
焼
き
は

と
て
も
美
味
し
く
い
た
だ
け
ま
す
。
切
り
身
以
外

は
、
肥
料
と
し
て
出
荷
し
て
い
ま
す
。
行
政
は
ナ

マ
ズ
の
切
り
身
、
肥
料
販
売
の
環
境
を
整
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
漁
へ
の
支
援
、
切
り
身
や
肥
料

へ
の
支
援
が
必
要
で
す
。
ナ
マ
ズ
が
減
れ
ば
シ
ラ

ウ
オ
や
エ
ビ
が
増
え

て
来
ま
す
。
霞
ヶ
浦

の
シ
ラ
ウ
オ
漁
を
守

る
事
業
を
進
め
、
風

物
詩
と
し
て
続
け
ら

れ
て
き
た
観
光
帆
引

き
船
帆
引
き
網
漁
を

続
け
て
参
り
ま
し
ょ

う
。
シ
ラ
ウ
オ
を
捕

る
帆
引
き
船
帆
引
き

網
漁
を
守
っ
て
参
り

ま
し
ょ
う
。

帆引き船で捕れた
ワカサギ３尾
ワカサギは消えて
いくのでしょうか

国策事業 霞ヶ浦二橋の推進

Ｔ
Ｘ
延
伸
ー
土
浦
ー
か
す
み
が
う
ら
市
ー
茨
城
空
港
へ

６号バイパス事業化・周辺地域整備を！
跨線橋

霞ヶ浦二橋は国策道路！首都直下地震の
救出・救命・防災・防衛の国策、経済道路です。
（習志野駐屯地ー霞ヶ浦補給所百里基地（茨城
空港ー勝田駐屯地を結ぶ救援救命道路）
第一橋１ｋｍー県道宍倉玉里線
第二強４ｋｍー千葉茨城道路北進
（鳴門大橋は、４ｋｍの吊り橋です。）

霞
ヶ
浦
の
浄
化

共
生
の
泳
げ
る
霞
ヶ
浦
へ

天
然
ウ
ナ
ギ
の
産
地
化
へ


